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は  じ  め  に

　わが国では、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を担う男女共同参画社会

の実現を緊要な課題としています。

　本市では、平成１３年３月に「とよかわ男女共同参画プラン」

を策定し、様々な取組を進めてきましたが、今なお、ジェンダーにとらわれた固定的な役割分

担意識や慣習が根強く存在しており、一層の努力が求められています。

　また、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する外出自粛や休業等により、家事、

育児、介護などの負担の増大、ＤＶや性暴力の増加・深刻化、雇用の悪化等に関しては、特に

女性への影響が懸念されており、男女共同参画の視点の重要性が一層増しています。

　本計画は、本市に関係するすべての人がジェンダー平等の視点から、人権を尊重し、あらゆ

る分野に対等に参画し、それぞれの個性と能力を十分に発揮でき、責任を担うことができる男

女共同参画社会の実現を目的としています。本計画の推進にあたっては、市民、事業者、市民

活動団体などの皆様のご参加、ご協力をいただきながら、引き続き、積極的に取り組んでまい

りたいと考えています。

　最後に、本計画の策定にあたり、意識調査やパブリックコメントを通じて貴重なご意見をお

寄せいただきました市民や事業所の皆様、そして熱心にご審議いただきました豊川市男女共同

参画審議会委員の皆様に厚くお礼申し上げます。

令和３年３月

豊川市長　竹本　幸夫
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